建物賃貸借契約書
賃貸人（以下「甲」という。）と賃借人（以下「乙」という。）とは、以下の建物の賃貸借に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条（目的物件）
1. 所在地：
2. 構造：
3. 面積：　　㎡
4. 用途：居住用／事業用
第2条（契約期間）
1. 令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。
2. 期間満了の○か月前までに更新拒絶の申出がないときは、同一条件で更新する。
第3条（賃料）
1. 月額金○○○円とし、毎月末日までに翌月分を甲指定口座に振り込む。
2. 1か月に満たない期間の賃料は日割計算とする。
第4条（共益費）
1. 月額金○○○円とし、賃料と同時に支払う。
第5条（敷金）
1. 乙は甲に敷金として金○○○円を預託する。本物件の明け渡しを受けた後、債務控除し、遅滞なく残額を返還する。
第6条（使用目的）
1. 乙は本物件を○○の目的にのみ使用する。
第7条（禁止事項）
1. 乙は甲の書面による事前承諾なく以下の行為をしてはならない。
① 増改築又は模様替え
② 転貸
③ 賃借権の譲渡
第8条（修繕）
1. 主要構造部分の修繕は甲の負担、乙の使用に伴う小規模修繕は乙の負担とする。
第9条（原状回復）
1. 乙は、本物件を明け渡す際、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗（通常損耗）及び経年変化を除き、本物件を原状に回復しなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、乙は退去時の室内清掃費用（エアコン洗浄を含む）として、金〇〇円（税別）を負担するものとする。
3. 前項の原状回復の細部については、国土交通省公表の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に基づき、甲乙協議のうえ決定するものとする。
第10条（中途解約）
1. 乙は○か月前までに書面で通知することにより中途解約できる。
第11条（契約解除・反社会的勢力の排除）
1. 甲又は乙は、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、何らの催告を要せず本契約を解除できる。
2. 乙が賃料の支払いを○か月以上怠ったとき、甲は相当期間を定めて催告し、なお履行がないときは本契約を解除できる。
第12条（残置物の処理）
1. 乙は、本契約終了時に残置物がある場合、その所有権を放棄したものとみなし、甲において処分することに同意する。
第13条（損害賠償）
1. 本契約に違反して相手方に損害を与えたときは賠償の責を負う。
第14条（特約事項）
1. ペットの飼育：本物件内での犬・猫その他小動物の飼育（一時的な預かりを含む）は一切禁止とする。万一、無断飼育が判明した場合は、乙は直ちに飼育を中止し、室内消毒・消臭費用を全額負担するものとする。
2. 楽器の使用：楽器の演奏およびオーディオ機器等の大音量での使用を禁止とする。ただし、近隣に迷惑を及ぼさない範囲（午前〇時〜午後〇時まで等）での使用については、甲の書面による承諾を得た場合に限り可能とする。
3. 禁煙：本物件の室内（ベランダを含む）はすべて禁煙とする。喫煙による壁紙の変色や臭いの付着が認められる場合、乙は第9条にかかわらず、その張替え費用および消臭費用を全額負担するものとする。
第15条（連帯保証人）
1. 連帯保証人（以下「丙」という。）は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の一切の債務（賃料、損害賠償、原状回復費用等）を負担するものとする。
2. 丙が負担すべき極度額（保証の限度額）は、金〇〇〇,〇〇〇円（例：賃料の12ヶ月分相当額など）とする。
3. 甲は、丙から請求があったときは、遅滞なく乙の賃料支払状況等の情報を提供しなければならない。
第16条（合意管轄）
1. 本物件所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条（協議）
1. 本契約に定めのない事項については甲乙誠意をもって協議し解決する。
令和　年　月　日
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
【甲】（賃貸人）
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
【乙】（賃借人）
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
【丙】（連帯保証人）
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　印
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
※私は、第16条に定める極度額（金＿＿＿＿＿＿円）を承諾のうえ、本契約の連帯保証人となります。
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